
令和 7年 8月 5日 

お客さま各位 

静清信用金庫 

 

令和 7年カムチャツカ半島付近の地震に伴う津波にかかる 

災害等に対する当金庫の対応について 

 

静清信用金庫では、今回の地震に伴う津波にかかる災害等により直接的・間接的な被害

を受けられた皆さまの支援をさせていただくため、下記の通り、お客さまの状況に応じて

便宜的なお取扱いをさせていただきます。  
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以上 

１．預金証書、通帳、お届印等を紛失した場合でも、ご預金者であることが確認できれば、 

ご預金を払戻しいたします。 

 

２．ご事情をご確認させていただき、定期預金、定期積金等の期限前の払戻しに応じます。 

 

３．今回の災害等のため、支払期日が経過した手形については、窓口にご相談ください。 

 

４．その他、当金庫とのお取引において、被災に係るご相談がありましたら、下記まで 

  お気軽にご相談ください。 

 

 

【お問い合わせ先】 

 静清信用金庫 営業店窓口（平日 9：00～15：00） 

        営業推進部 お客さまの声担当 0120-0988-50 （平日 9：00～17：00） 

 

 

※上記のお取扱いは、お客さまのお取引店にてお手続きをさせていただきます。 

※ご来店に際しては、ご本人が確認できる書類(運転免許証、マイナンバーカード、  

年金手帳等)をお持ちください。なお、紛失の場合は窓口まで、ご相談ください。 


